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地域福祉フォーラム
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東社協では、「地域福祉コーディネーター」を「（1）個別支援、（2）小地域の生活支援のしくみづくり・
地区社協等の基盤づくり、（3）小地域で解決できない課題を解決していくしくみづくりという三つの役割を
担い、一定の小地域圏域にアウトリーチして、住民と協働して問題解決に取組む社協のコミュニティワーカー
（専門職）」と定義し、配置・活動促進に取組んでいます。

【東京都社会福祉協議会 福祉実践事例ポータルサイト 「東京の地域福祉コーディネーターが地域共生社会
を切り拓く」】

【東京都社会福祉協議会】

【大田区社会福祉協議会】

地域福祉コーディネーターは、①複雑化・多様化した
ニーズを包括的に受け止め②さまざまな事情で社会から
孤立しがちな方の社会参加を支援し③だれもが役割と生
きがいをもって生活できる地域づくりを地域の皆さま・
大田区と一緒に取り組んでいます。

【大田区社会福祉協議会ホームページ】

②かかわりをつくる

①うけとめ
一緒に考える

③たすけあいの
仕組みをつくる





【平成28年度(2016年)】

・地区担当職員の配置(１８地区)

配置人数概要年度
地区担当を日
常生活圏域１
８地区に配置

地区担当職員の配置平成28年度

４名(兼任)プラットフォーム事業
(協議体)の開始平成29年度

４名(兼任)地域福祉コーディネー
ターの配置平成30年度

５名(専任)
個別支援の展開(特例貸
付)
コロナ禍での地域支援

平成31年度
令和元年度

令和

13名(社協５
名他法人8名)

４つの社会福祉法人での
事業受託令和3年度

13名重層事業の受託(移行準
備)令和4年度

15名
社会福祉法人協議会エリ
ア展開の本格化
第７次地域福祉活動計画
策定

令和5年度

【平成29年度(2017年)】

・助け合いプラットフォーム事業
モデル実施

〇地域福祉コーディネーター配置前の動き



〇助け合いプラットフォームとは

【目的】
福祉課題が複雑化・深刻化する中、今あるサー
ビスやひとつの団体だけでは解決できない問題
も、民生・児童委員や社会福祉法人、区民活動
団体、専門家、行政などの関係機関（者）がそ
れぞれの強みを活かし、連携することで新たな
資源の開発を行うなど、地域の皆さまによる自
主的なたすけあいの仕組みをつくります。

【現在の実施地区】
「矢口」「蒲田西」「六郷」「池上(徳持南)」

【IZUMIEN CAFEでのプラットフォームの様子(矢口地区)】



【平成31年・令和元年度(2020年)】５名(１名増)
・地域福祉コーディネーターの専任化

・コロナ特例貸付⇒個別支援の本格実施

【令和２年度(2021年)】5名

【平成30年度(2018年)】
・地域福祉コーディネーターの配置【４名】・他業務との兼任(歳末助け合い募金等)

・地域支援のみの業務展開

・包括配置の地域ささえあい推進員との連携・協働



【令和3年度(2022年)】13名(８名増)
・地域福祉コーディネーター活動報告書の作成と報告会の実施

【令和４年度(2022年)】１３名
・重層的支援体制整備事業の受託開始

(移行準備)

【令和５年度(2023年)】１5名(２名増)
・重層的支援体制整備事業の本格実施

・社会福祉法人協議会のエリア活動の本格化

・４つの社会福祉法人による地域福祉コーディネーター



【令和６年度(2024年)】１６名(１名増)

今後の重点項目

① 身近な場で地域課題を多様な主体で検討できる場の創出

② 個別の課題・地域課題へ住民が関われる仕組みづくり

③ 住民主体を支える行政・社会福祉法人等との計画的な連携の推進

今後とも、皆様のお力をお貸しください。一緒に考え・共に汗を流し
大田区の地域の未来を一緒につくっていかせてください。


